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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向が車体の左右方向となるように車両に搭載されるパワープラントの左右少なく
とも一方の端部を車体に対して弾性支持するとともに、該パワープラントのロール方向の
揺動を規制するための揺動規制機構を備えた防振マウント装置であって、
　前記揺動規制機構は、互いに前後方向に対向する車体側部材とパワープラント側部材と
の間で少なくとも前後方向の圧縮力を受ける前後力受部材を備え、
　前記前後力受部材が、ゴム部と、該ゴム部よりも剛性の高い材料で形成され、少なくと
も左右方向の軸周りに所定以上、回動可能となるようにゴム部と一体形成された芯体と、
からなり、
　前記ゴム部が、前記芯体を車体側部材及びパワープラント側部材のいずれか一方の部材
に連結する連結部と、当該芯体から他方の部材に向かって突出する突出端部とからなり、
それら連結部と突出端部とが上下にオフセット配置されていて、これにより前記芯体は、
前記車体側部材及びパワープラント側部材間に作用する圧縮力を受けて、左右方向の軸周
りに回動されるように設けられていることを特徴とする防振マウント装置。
【請求項２】
　長手方向が車体の左右方向となるように車両に搭載されるパワープラントの左右少なく
とも一方の端部を車体に対して弾性支持するとともに、該パワープラントのロール方向の
揺動を規制するための揺動規制機構を備えた防振マウント装置であって、
　前記揺動規制機構は、互いに前後方向に対向する車体側部材とパワープラント側部材と
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の間で少なくとも前後方向の圧縮力を受ける前後力受部材を備え、
　前記前後力受部材が、ゴム部と、該ゴム部よりも剛性の高い材料で形成され、少なくと
も左右方向の軸周りに所定以上、回動可能となるようにゴム部と一体形成された芯体と、
からなり、
　前後力受部材の芯体は、車体の左右方向に見てクランク形状とされ、その前端部と後端
部とが上下にオフセット配置されていて、前記車体側部材及びパワープラント側部材間に
作用する圧縮力を受けたときに左右方向の軸周りに回動されるように設けられていること
を特徴とする防振マウント装置。
【請求項３】
　長手方向が車体の左右方向となるように車両に搭載されるパワープラントの左右少なく
とも一方の端部を車体に対して弾性支持するとともに、該パワープラントのロール方向の
揺動を規制するための揺動規制機構を備えた防振マウント装置であって、
　前記揺動規制機構は、互いに前後方向に対向する車体側部材とパワープラント側部材と
の間で少なくとも前後方向の圧縮力を受ける前後力受部材を備え、
　前記前後力受部材が、ゴム部と、該ゴム部よりも剛性の高い材料で形成され、少なくと
も左右方向の軸周りに所定以上、回動可能となるようにゴム部と一体形成された芯体と、
からなり、
　前後力受部材の芯体は、その前端位置と後端位置とが上下にずれるように傾斜配置され
ていて、前記車体側部材及びパワープラント側部材間に作用する圧縮力を受けたときに左
右方向の軸周りに回動されるように設けられていることを特徴とする防振マウント装置。
【請求項４】
　パワープラントの静荷重が加わるマウント本体部の上方を前後方向に跨ぐようにして逆
Ｕ字状の車体側部材が配設され、この車体側部材の前後一対の脚部の下端がそれぞれ前記
マウント本体部の前方及び後方で車体サイドフレームに固定されており、
　前後力受部材のは、パワープラント側部材である前記マウント本体部外壁部の前後少な
くとも一方の端部に配設され、その前後方向に対向する前記車体側部材の脚部に向かって
突出していることを特徴とする請求項１から３のいずれか１つの防振マウント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車にパワープラントを搭載するための防振マウント装置に関し、特に、
パワープラントのロール方向の揺動を規制するための機構を一体的に設ける場合の構造の
技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えばフロントエンジン・フロントドライブ（ＦＦ）方式の車両では、一般
的に、パワープラントの長手方向（クランク軸の延びる方向）を車体の幅方向に向けて搭
載し、その両端部をそれぞれエンジンルームの左右両端側に位置する車体サイドフレーム
に対して弾性支持するようにしている（いわゆる横置き搭載方式）。
【０００３】
　このような横置き搭載方式としては、例えば特許文献１に開示されるように、左右両側
の主マウントをパワープラントのロール慣性主軸（以下、単にロール軸という）に近接さ
せて配置する慣性主軸マウントが主流である。これは、パワープラントの静荷重の殆どを
受け持つ左右２つのマウントの支持剛性を確保しながら、ロール軸周りの動ばねを比較的
柔らかなものとして、アイドル振動を効果的に低減することができるからである。
【０００４】
　但し、そのようにロール軸周りの動ばねを柔らかくすると、例えば急加速時や急減速時
のようにエンジンの駆動出力（トルク）が大きく変動するときには、その反力（トルク）
によってパワープラント全体が大きくロール軸周りに回動（ローリング）することになる
ので、慣性主軸マウントの場合は前記左右の主マウント以外にローリングを規制するため
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のマウントを通常、パワープラントの前後に複数個、設けている。
【０００５】
　この点、例えば特許文献２に開示されるように、左右の主マウントによるパワープラン
トの支持点をロール軸に対しやや高めに設定して、該パワープラント全体を振り子（ペン
デュラム）のように揺動可能に支持するとともに、その揺れを規制するためのトルクロッ
ドをパワープラントの下端部に配設して、車体側と連結するようにしたものがある（以下
、ペンデュラムマウントと呼ぶ）。
【０００６】
　このペンデュラムマウントでは、前記の一般的な慣性主軸マウントに比べて左右の主マ
ウントがロール軸から離れているため、パワープラントのローリングに伴い前記主マウン
トに対し直接的に前後方向の力が作用することになり、言い換えると、該主マウント自体
によってもローリングが規制されることになる。この点を考慮して、前記特許文献２に記
載のものでは、パワープラント下端の独立のトルクロッドの他に、左右の主マウントにも
各々トルクロッドを配設して、これにより前後方向の力を受け止めるようにしている。
【０００７】
　ところが、そのように主マウントにもトルクロッドを配設する場合には、その分、マウ
ントの構成部品の数が増えてしまい、組み立て工数も増えることから、かなりのコストア
ップを招くという問題がある。これは、トルクロッドを付けたことによってマウントの上
下動が阻害されないように、該トルクロッドの前後両端部をそれぞれ水平軸の周りに回動
可能に支持し、且つ振動が伝わらないようにゴムブッシュを介して連結するからである。
【０００８】
　この点、より簡単な構造でマウントにおける変位を規制することのできるストッパ機構
も種々、知られている。例えば、特許文献３、４に記載のものでは、パワープラント側に
連結された部材の前後両側にそれぞれ突出するようにストッパゴム部を設けて、このスト
ッパゴム部が各々前後方向に対向する車体側の部材に当接することによって、それ以上の
変位を規制するようにしている。
【０００９】
　また、そのようにストッパゴム部が車体側の部材に当接すると、このストッパゴム部を
介してパワープラントの振動が車体側に伝達される虞れがあるので、前記特許文献５、６
に記載のストッパ機構では、ストッパゴム部の先端に凸条部を設けたり、或いはストッパ
ゴムの内部にすぐり（空洞部）を設けたりして、部分的に剛性を低下させるようにしてい
る。これにより、例えば図７(a)に実線(I)で示すようにストッパの作動（Ｓ１）と同時に
マウントのばね定数が急上昇することはなくなり、同図に破線(II)で示すようにストッパ
作動初期のばね定数の上昇が比較的緩やかなものとなって振動を吸収できるようになる。
【特許文献１】仏国特許出願公開第２７３７００８号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第４２０９６１３号明細書
【特許文献３】特開２００３－１８４９３９号公報
【特許文献４】特開２００２－２５７１８２号公報
【特許文献５】特開昭６１－９２３２９号公報
【特許文献６】特公昭６０－０２５４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、前記従来のストッパ機構（特許文献３～６等）は、いずれも、トルクロッドの
ようにマウントへの前後方向入力を受け止めながら、その上下動を阻害せず、上下動ばね
の上昇を最小限に抑えることのできるものではないので、上述したトルクロッドの代用に
はなり得ない。
【００１１】
　すなわち、まず前記特許文献３、４のものでは、上述したように、ストッパゴム部が車
体側部材に当接して前後方向の押圧力を受け止めた状態では、圧縮されたゴムの弾性変形
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が前後方向だけでなく上下方向についても大幅に制限され、このストッパゴム部によって
車体側部材がパワープラント側部材に対して拘束されることになる。このため、ストッパ
の作動と同時にマウント全体の前後及び上下の動ばねが急上昇し、防振性能が急激に悪化
する（図７(a)(b)の実線のグラフを参照）。
【００１２】
　例えば、自動車の加速時には、エンジンの往復慣性力等のアンバランスに起因して、パ
ワープラント全体で上下方向の振動が大きくなることがあるが、このときに駆動反力によ
ってパワープラントが後傾し、ストッパが作動して、前記のようにマウントの防振性能が
急激に悪化すると、加速運転に伴う上下振動が車室内に伝播して、大きなこもり音を発生
するという不具合が生じる。
【００１３】
　これに対し、前記特許文献５、６のようにストッパゴム部の一部の剛性を低下させて、
ストッパの作動初期においてゴムが比較的容易に弾性変形するようにしたとしても（図７
(a)の破線のグラフを参照）、このことは、ストッパの作動に伴う前記のようなマウント
防振性能の悪化を遅らせるだけであり、トルクロッドのように前後方向の荷重をしっかり
と受け止めながら、マウント全体として上下動ばねの上昇を抑えて、上下振動を十分に吸
収できるようにしたものではないのである。
【００１４】
　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、いわゆる
ＦＦ車等に横置きに搭載されるエンジン（パワープラント）の防振マウント装置において
、これに一体的に設ける揺動規制機構の構成に工夫を凝らし、コストアップの少ない簡単
な構造としながら、トルクロッドと同様の機能を有するものとすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記の目的を達成するために、本願発明では、従来周知のストッパ機構の基本構造を利
用し、ストッパゴムのような前後力受部材の芯体をリンクのように回動するように設ける
ことで、この前後力受部材が前後方向の圧縮力を受けているときでも比較的容易に上下に
剪断変形するものとして、車体側部材とパワープラント側部材とが比較的容易に上下に相
対変位できるようにした。
【００１６】
　具体的に、請求項１の発明は、長手方向が車体の左右方向となるように車両に搭載され
るパワープラントの左右少なくとも一方の端部を車体に対して弾性支持するとともに、該
パワープラントのロール方向の揺動を規制するための揺動規制機構を備えた防振マウント
装置を対象とする。そして、前記揺動規制機構を、互いに前後方向に対向する車体側部材
とパワープラント側部材との間で少なくとも前後方向の圧縮力を受ける前後力受部材を備
えるものとし、さらに、この前後力受部材を、ゴム部と、該ゴム部よりも剛性の高い材料
で形成され、少なくとも左右方向の軸周りに所定以上、回動可能となるようにゴム部と一
体形成された芯体と、からなるものとする。その上で、前記芯体を、前記車体側部材及び
パワープラント側部材間に作用する圧縮力を受けて、左右方向の軸周りに回動されるよう
に設け、前記ゴム部は、前記芯体を車体側部材及びパワープラント側部材のいずれか一方
の部材に連結する連結部と、当該芯体から他方の部材に向かって突出する突出端部とから
なるものとし、それら連結部と突出端部とを上下にオフセット配置した。
【００１７】
　前記の構成により、例えば自動車の加速時や減速時等、駆動反力の作用によってパワー
プラントがロール軸周りに回動（ローリング）し、これにより防振マウント装置において
車体側部材とパワープラント側部材とが前後に相対変位するときには、該両部材間の前後
力受部材が前後方向の力を受け止めることで、パワープラントの揺れを規制することがで
きる。
【００１８】
　その際、前記前後力受部材のゴム部は前後方向に圧縮されて、弾性変形し難い状態にな
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るが、これと一体に設けられた芯体がリンクのように回動すること（以下、リンク作動と
もいう）によって、部材全体としては比較的容易に上下に剪断変形するようになる。これ
により、前記車体側部材とパワープラント側部材とが比較的容易に上下に相対変位できる
ようになるので、上下振動の吸収が十分に行われる。
【００１９】
　つまり、本願発明の揺動規制機構によれば、従来一般的なストッパ機構と同様の簡単な
構造でありながら、それらとは異なり、ゴム部と一体に設けた芯体のリンク作動によって
トルクロッドと同様の機能が得られ、パワープラントの揺れを効果的に規制しながら、防
振マウントにおける上下振動の吸収性能を十分に維持することができる。
【００２０】
　尚、前記前後力受部材において芯体を所定以上、回動可能に設けるというのは、従来周
知のストッパゴムにおいて補強のために埋め込まれる芯金等とは異なり、これを積極的に
回動させることを意図した構造とする、ということである。このため、前記請求項１に係
る発明において、前後力受部材の芯体は、例えば前後力の作用していない状態で上下方向
に所定の力を受けたときに、車体側部材又はパワープラント側部材の少なくとも一方に対
して所定角度（例えば１°くらい）以上、回動可能になっている。
【００２１】
　また、前記前後力受部材の芯体を、車体側部材及びパワープラント側部材間に作用する
圧縮力を受けて回動されるように設けているので、前後力受部材が車体側部材とパワープ
ラント側部材との間で圧縮力を受けたときに、芯体の回動によって部材全体の上下方向へ
の剪断変形が促されることになり、車体側及びパワープラント側部材間の上下方向変位が
さらに容易になって、発明の作用効果がより確実なものとなる。
【００２２】
　より具体的には、前記前後力受部材において、ゴム部は、芯体を車体側部材及びパワー
プラント側部材のいずれか一方の部材に連結する連結部と、当該芯体から他方の部材に向
かって突出する突出端部と、からなるものとし、それら連結部と突出端部とを上下にオフ
セット配置している。
【００２３】
　このことで、車体側部材及びパワープラント側部材のいずれか一方に設けられた前後力
受部材の突出端部（ゴム部）が他方の部材に当接して、前後方向に押圧されると、この他
方の部材からの押圧力と前記一方の部材からの反力とが偶力となり、芯体に回転力（モー
メント）が発生するものである。
【００２４】
　尚、オフセットというのは一般的な芯がずれているという意味であって、例えば、前記
ゴム部の連結部及び突出端部で相互に上下方向の中心位置がずれているか、或いは、それ
らの重心をそれぞれ通過する前後方向の水平線（仮想線）が上下にずれているか、又はそ
れらへの前後力の入力点が上下にずれている、等ということである。
【００２５】
　また、前記前後力受部材の芯体を、車体の左右方向に見てクランク形状のものとし、そ
の前端部と後端部とを上下にオフセット配置してもよいし（請求項２の発明）、或いは、
芯体を、その前端位置と後端位置とが上下にずれるように傾斜させて配置してもよい（請
求項３の発明）。
【００２６】
　こうすれば、前後力受部材が車体側部材及びパワープラント側部材の間で前後から押圧
されたときに、前記請求項１の発明と同様に偶力が作用して、芯体が回動されることにな
る。さらに、そのような作用をより確実に得るために、ゴム部内の適切な部位に空洞部（
すぐり）を形成してもよい。
【００２７】
　前記防振マウント装置のより具体的な構成としては、例えば、パワープラントの静荷重
が加わるマウント本体部の上方を前後方向に跨ぐようにして、逆Ｕ字状の車体側部材を配
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設し、この車体側部材の前後一対の脚部の下端をそれぞれ前記マウント本体部の前方及び
後方で車体サイドフレームに固定する。そして、前後力受部材は、パワープラント側部材
である前記マウント本体部外壁部の前後少なくとも一方の端部に配設して、その前後方向
に対向する前記車体側部材の脚部に向かって突出させるようにする（請求項４の発明）。
【００２８】
　この構成では、パワープラント側に連結されたマウント本体部の上方を跨ぐようにして
逆Ｕ字状の車体側部材を配設するとともに、マウント本体部の外壁部に前後力受部材を配
設することで、この前後力受部材をマウント本体部の前後いずれか、或いはその両方に設
ける場合でも、従来公知のストッパゴム部と同様にマウント本体部と一体に成形すること
が可能になり、コスト低減が図られる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上、説明したように、本願発明に係る防振マウント装置によると、自動車のエンジン
ルームに横置き搭載するパワープラントの防振マウントに、トルクロッドの代わりとなる
揺動規制機構を設ける場合に、従来周知のストッパ機構の基本構造を利用し、ストッパゴ
ムのような前後力受部材の芯体をリンクのように左右方向軸周りに回動するように設けて
、この前後力受部材が前後方向の圧縮力を受けているときでも比較的容易に上下に剪断変
形するようにしたので、コストアップの少ない簡単な構造でありながら、トルクロッドの
ように前後方向の荷重をしっかりと受け止めることができるとともに、上下動ばねの急激
な上昇を招くことがないので、自動車の加速こもり音を十分に抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下の好ましい実施形
態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限すること
を意図するものではない。
【００３１】
　（マウントシステムの全体構成）
　図１及び図２は、本発明の実施形態に係る防振マウント装置を用いたエンジンマウント
システムの概略構成を示し、両図において符号Ｐは、エンジン１及び変速機２が直列に結
合されてなるパワープラントである。このパワープラントＰは、その長手方向（エンジン
１のクランク軸の延びる方向）が車幅方向（車体の左右方向）となるように、図示しない
自動車のエンジンルームに横置きに搭載されていて、その長手方向両端部、即ちエンジン
１側及び変速機２側の各端部にそれぞれ配設されたマウント３，５を介して、車体サイド
フレーム６，７に対し２箇所で弾性支持されている。また、パワープラントＰの下端部は
、前記マウント３，５とは独立のトルクロッド８によって後方の車体側部材９（サブフレ
ーム等）に連結されている。
【００３２】
　図１は、前記エンジン１の吸排気系や補機等を全て省略して、本体部のみを車体後方の
斜め右側上方から見たものであり、エンジン１本体部は、概略シリンダブロック１０とそ
の上部に配設されたシリンダヘッド１１とからなり、変速機２とは反対の長手方向の端部
（同図１おいて手前側に示す車体右端部）にベルトカバー１２が配設され、シリンダヘッ
ド１１の上部にはヘッドカバー１３が配設されるとともに、シリンダブロック１０の下部
にはオイルパン（図示せず）が配設されている。そして、前記シリンダヘッド１１の右側
壁にはベルトカバー１２を貫通してエンジン側マウントブラケット１５の下端側が締結さ
れ、そこから上方に向かって延びる該マウントブラケット１５の上端部に、マウント３側
から延びるフランジ板３１ｂが上方から重ね合わされた状態で締結されている。このエン
ジン側マウント３が本願発明の防振マウント装置であり、その詳しい構成については後述
する。
【００３３】
　前記変速機２は、この実施形態ではトルクコンバータや変速ギヤ列の他にディファレン
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シャルも一体となった自動変速機であり（手動変速機やＣＶＴでもよい）、変速機ケース
２０のベルハウジング２０ａがエンジン１のクランク軸側端部にてシリンダブロック１０
に連結されるとともに、そのベルハウジング２０ａの後方に形成された膨出部２０ｂから
左右両側に向かって、それぞれ、自動車の前車輪を駆動するためのドライブシャフト２２
，２２が延びている。そして、先すぼまりの変速機ケース２０の先端部近傍をマウントブ
ラケット２３により車体左側のサイドフレーム７から吊り下げるようにして、変速機側マ
ウント５が配設されている。
【００３４】
　前記のようにエンジン１及び変速機２を直列に結合してなるパワープラントＰでは、エ
ンジン１の方が変速機２よりも背が高いことから、長手方向に延びるロール軸Ｒ（ロール
慣性主軸）は、図に一点鎖線で示すように、エンジン１側の端部から変速機２側に向かっ
て下向きに傾斜している。また、この実施形態では、パワープラントＰの重量を受け持つ
２つのマウント３，５がそれぞれロール軸Ｒから上方に離間しており、このことで、パワ
ープラントＰは、前記２つのマウント３，５の荷重の支持点を結ぶ線分Ｌ（揺動支軸：図
２参照）の周りに振り子（ペンデュラム）のように揺動可能になっている。
【００３５】
　そして、例えば自動車の急加速時や急減速時のように大きな駆動反力（トルク）が作用
すると、パワープラントＰは、図２に白抜きの矢印で模式的に示すように概ねロール軸Ｒ
の周りに回動（ローリング）しながら、全体としては上方の揺動軸Ｌを中心として振り子
のように前後に揺れようとするが、そのようなローリングや全体的な揺れは主にパワープ
ラントＰの下端部に配設されたトルクロッド８によって規制されるとともに、左右のマウ
ント３，５にそれぞれ配設された揺動規制機構４（図３～５参照）によっても規制される
ことになる。
【００３６】
　すなわち、この実施形態では、前記のようにパワープラントＰの下端部に配置した独立
のトルクロッド８の他に、左右のマウント３，５にもそれぞれトルクロッドと同様の機能
を有する揺動規制機構を設けており、パワープラントＰが加速時の駆動反力等によってロ
ーリングして、大きな前後方向荷重がマウント３，５に入力しても、この荷重を前記揺動
規制機構により受け止めて、パワープラントＰの揺れをより確実に規制できるようになっ
ている。
【００３７】
　（エンジン側マウントの構造）
　次に、エンジン側及び変速機側の２つのマウント３，５のうち、エンジン側マウント３
についての詳細な構造を図３～５に基づいて説明する。ここで、図３はエンジン側マウン
ト３の上面図であり、図４は左側面図である。また、図５は、マウント本体部３０の一部
分を切り欠いて、その内部構造を示す部分断面図である。尚、変速機側マウント５につい
ての詳しい説明は省略するが、その基本的な構造は従来周知のものである。
【００３８】
　まず、図５に示すように、この実施形態ではエンジン側のマウント３はいわゆる液体封
入式のものであり、パワープラントＰの静荷重を受けるマウント本体部３０は、該パワー
プラント側に連結される金属製ケーシング３１（パワープラント側部材）と車体側の連結
金具３２とをゴム弾性体３３により連結してなる。前記ケーシング３１は、例えばアルミ
ニウム合金製であり、上下方向に延びるように配置された厚肉円筒状のケーシング本体３
１ａ（外壁部）と、その上側外周から軸線Ｚに略直交する方向に延びるフランジ板３１ｂ
とが鋳造等により一体形成されている。
【００３９】
　また、前記連結金具３２は、上すぼまりの略円錐形状とされ、その上端部が前記ケーシ
ング本体３１ａの下端開口部の略中心に位置するように略同軸に配置されていて、テーパ
状の側面部とその外周に対向するケーシング本体３１ａの内周面との間にゴム弾性体３３
が介設されている。一方、該連結金具３２の下端面には、車体サイドフレーム６の上面に
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固定される車体側マウントブラケット３４の上方隆起部３４ａが接合されて、両者がボル
ト３５により締結されている。
【００４０】
　前記ゴム弾性体３３の下部内周側にはすり鉢状の凹部が形成されていて、この凹部の周
面が前記連結金具３２のテーパ状側面部に接着されている。ゴム弾性体３３は該連結金具
３２の全周から外方に向かって放射状に拡がり、且つ斜め上方向に延びる略円錐台状のも
のであり、その上側の部分の外周面がケーシング本体３１ａの内周面に接着されている。
このようにケーシング本体３１ａの内周に接着固定されているゴム弾性体３３の上側の部
分は、上方に向かって開口する比較的厚肉の円筒状とされ、その上端部がケーシング本体
３１ａの上端部よりも所定長さ、下方に位置している。
【００４１】
　そして、前記ゴム弾性体３３の上端部には円板状の仕切り板３６が上方から重ね合わさ
れ、さらに、その上方から該仕切り板３６全体を覆うように概略ハット形状のゴム製ダイ
ヤフラム３７が配設されている。これにより、ゴム弾性体３３の上端開口部が液密に閉塞
されて、その内部に空洞部が形成されている。また、前記ダイヤフラム３７の外周側には
概略円筒状の補強板３８が埋設されており、これにより補強された外周部がケーシング本
体３１ａの上端側に上方から圧入されて、内嵌合状態で固定されている。
【００４２】
　前記のようにしてゴム弾性体３３の内部に区画された空洞部にはエチレングリコール等
の緩衝液が封入されていて、ゴム弾性体３３に入力するパワープラントＰの振動を吸収、
緩和するための液室Ｆが形成されている。この液室Ｆの内部は前記の仕切り板３６によっ
て上下に仕切られていて、その下側が、ゴム弾性体３３の変形に伴い容積が拡大又は縮小
する受圧室になる。また、液室Ｆの上側は、ダイヤフラム３７の変形によって容積が拡大
又は縮小されて、前記受圧室における容積の変動を吸収する平衡室になる。
【００４３】
　すなわち、前記仕切り板３６の外周部上方には、ケーシング本体３１ａとダイヤフラム
３７の鍔部及び内筒部とによって囲まれた円環状オリフィス通路３９が周方向に延びるよ
うに形成され、このオリフィス通路３９の一方の端が液室３８下側の受圧室に臨んで開口
する一方、オリフィス通路３９の他方の端が液室３８上側の平衡室に臨んで開口している
。そして、それら受圧室及び平衡室の緩衝液がオリフィス通路３９を介して相互に流通す
ることによって、ゴム弾性体３３から受圧室に作用する低周波の振動が減衰されるように
なっている。
【００４４】
　（揺動規制機構）
　前記の如き構造のマウント本体部３０に加えて、図３～５にそれぞれ示すように、エン
ジン側マウント３には、本願発明の特徴部分である揺動規制機構４が一体的に設けられて
いる。尚、詳しい説明は省略するが、同様の機能を有する揺動規制機構が変速機側マウン
ト５にも設けられている。
【００４５】
　まず、鋼板等をプレス成形してなる逆Ｕ字状のストッパ金具４０（車体側部材）が前記
マウント本体部３０の上方を前後に跨ぐようにして、車体サイドフレーム６に取り付けら
れている。このストッパ金具４０は、マウント本体部３０の上方で略水平に前後方向に延
びる梁部４０ａと、その前後両端部からそれぞれ下方に折れ曲がって下方に延びる前後一
対の脚部４０ｂ、４０ｃとを有している。この前後一対の脚部４０ｂ、４０ｃの各下端部
がそれぞれ折り曲げられてフランジ部４０ｄ，４０ｄとされ、この前後のフランジ部４０
ｄ，４０ｄがそれぞれマウント本体部３０の前方及び後方で、車体側マウントブラケット
３４のフランジ部３４ｂ，３４ｂに重ね合わされた状態で、図示しないボルトによりサイ
ドフレーム６上に締結されている。
【００４６】
　尚、前記各図には、マウント本体部３０に荷重の作用していない状態を示しており、こ
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の状態では該マウント本体部３０のケーシング３１上面とストッパ金具４０の梁部４０ａ
とが近接しているが、エンジン側マウント３が車体に取り付けられて、マウント本体部３
０にパワープラントＰの静荷重が加わる１Ｇ状態では、図示しないが、ゴム弾性体３３が
撓んでケーシング３１が下方に変位するので、その上面とストッパ金具４０の梁部４０ａ
との間に所定の間隔が形成されることになる。
【００４７】
　一方、前記マウント本体部３０には、前記ストッパ金具４０の前後の脚部４０ｂ，ｃに
それぞれ対応するように、ケーシング本体３１ａの外周面における前端及び後端の各上端
部に各々ストッパゴム４１，４２が設けられている。これら前後のストッパゴム４１，４
２は、それぞれ前後方向に対向するストッパ金具４０の前後の脚部４０ｂ，４０ｃに当接
することによって、ケーシング本体３１ａの前後方向への移動を制限するものであるが、
特に後側ストッパゴム４２は、その内部に以下に述べる特徴的な態様で芯体４４を保持す
るものであって、これにより、トルクロッドと同等の機能を発揮するようになっている。
【００４８】
　また、前記前後のストッパゴム４１，４２には、それぞれケーシング本体３１ａの上面
から上方に盛り上がる上方膨出部４１ａ，４２ａが連繋しており、これらがそれぞれスト
ッパ金具４０の梁部４０ａに下方から当接することによって、ケーシング本体３１ａの上
方への移動を制限するようになっている。一方、ケーシング本体３１ａの下端部外周には
ゴム弾性体３３と連繋するようにして環状のゴム層４５が形成されていて、その前後両端
部がそれぞれ下方に膨出しており、この下方膨出部４５ａ，４５ｂがそれぞれ車体側マウ
ントブラケット３４の上方隆起部３４ａに当接することによって、ケーシング本体３１ａ
の下方への移動を制限するようになっている。
【００４９】
　ここで、前記後側ストッパゴム４２の構造について、図６を参照して詳細に説明する。
同図(a)に示すように、後側ストッパゴム４２は、マウント本体部３０の製造過程でケー
シング本体３１ａの外周面に加硫接着されるゴム塊の内部に矩形板状の金属製芯体４４を
埋め込んだものであり、図示の如く断面で見ると、その芯体４４及びケーシング本体３１
ａの間で両者を連結するように形成された連結ゴム部４２ｂ（連結部）と、該芯体４４の
後側から後方に向かって突出するように形成された突出ゴム部４２ｃ（突出端部）とから
なり、全体としては逆Ｌ字形状を有している。
【００５０】
　前記連結ゴム部４２ｂは、芯体４４の上端部から下方に向かって、その長さの約２／３
くらいまで形成され、該芯体４４の中央部を含む相対的に上側の部分をケーシング本体３
１ａに連結している。すなわち、前記連結ゴム部４２ｂよりも下側の部分では芯体４４は
ケーシング本体３１ａから分離しており、このことで、比較的容易に左右方向の軸周りに
回動することができる（例えば圧縮力の作用していない状態でケーシング本体３１ａに対
し約１°以上、回動可能になっている）。
【００５１】
　一方、前記連結ゴム部４２ｂとは反対側の突出ゴム部４２ｃは、芯体４４の下端部から
上方に向かってその長さの約２／３くらいまで、即ち該芯体４４の中央部を含む相対的に
下側の部分に形成されており、換言すれば、前記連結ゴム部４２ｂと突出ゴム部４２ｃと
は、上下方向の中央位置が上下にずれたオフセット配置とされている。
【００５２】
　このことで、同図(b)に示すように、マウント本体部３０が後方に変位し、前記突出ゴ
ム部４２ｃの後端面、即ち後側ストッパゴム４２の後端部がストッパ金具４０の後側脚部
４０ｃに当接して、前後方向の押圧力を受け止めるときには、その脚部４０ｃから前向き
に作用する押圧力ｆ１の軸線と、ケーシング本体３１ａからの反力ｆ２の軸線とが一致せ
ず、この偶力ｆ１，ｆ２によって芯体４４の回動が促されることになる。
【００５３】
　斯かる構成により、前記後側ストッパゴム４２では、前後方向の押圧力を受け止めたと
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きに、連結ゴム部４２ｂや突出ゴム部４２ｃが前後方向に圧縮されて弾性変形し難い状態
になっても、それよりも剛性の高い芯体４４がリンクのように左右方向の軸の周りに回動
することで（リンク作動）、全体としては比較的容易に上下方向へ剪断変形するようにな
り、これにより、マウント本体部３０とストッパ金具４０とが比較的容易に上下に相対変
位して、上下振動を吸収できるものである。
【００５４】
　尚、前記後側ストッパゴム４２においては、芯体４４の上下方向中央部付近で連結ゴム
部４２ｂと突出ゴム部４２ｃとが前後にオーバーラップしており、このことで、前後方向
の圧縮力をしっかりと受け止めることができる。また、前記後側ストッパゴム４２におい
ては、芯体４４の上下方向長さに対する連結ゴム部４２ｂの比率や該連結ゴム部４２ｂ及
び突出ゴム部４２ｃのオフセットの度合い（中心位置のずれ量）、或いは芯体４４そのも
のの縦横の寸法比等を種々、変更することで、前後方向の支持剛性と上下方向の剪断変形
のしやすさとの兼ね合いを変化させることができる。
【００５５】
　（作用効果）
　したがって、この実施形態に係る防振マウント装置（エンジン側マウント３）によると
、例えば自動車が停止していてエンジン１がアイドル運転状態にあるときには、トルク変
動等に起因する低周波のアイドル振動がマウント本体部３０のゴム弾性体３３により吸収
され、車体への振動伝達が抑制される。このときに例えばエンジン側マウント３では、マ
ウント本体部３０のストッパゴム４１，４２等がストッパ金具４０から離間しているので
、これらを介してアイドル振動が車体側に伝達されることもない。
【００５６】
　一方、例えば自動車の急加速時のように大きな駆動反力（トルク）が作用すると、パワ
ープラントＰは、図２に白抜きの矢印で模式的に示すように概ねロール軸Ｒの周りに回動
（ローリング）しながら、全体としては上方の揺動支軸Ｌを中心として振り子のように前
後に揺れようとする。このときに、そのロール軸Ｒ周りの回動変位は、パワープラントＰ
下端部の独立のトルクロッド８によって規制されるとともに、左右のマウント３，５の揺
動規制機構によっても規制され、これにより該パワープラントＰの揺れが効果的に抑えら
れる。
【００５７】
　その際、例えばエンジン側マウント３の揺動規制機構４においては、後側ストッパゴム
４２がストッパ金具４０に当接して前後方向の圧縮力を受ける状態になるため、このゴム
４２を介してパワープラントＰの上下振動が車体側に伝達される懸念があるが、上述した
ように後側ストッパゴム４２は、その内部に埋め込まれた芯体４４がリンク作動すること
で、前後方向の圧縮力を受けていても比較的容易に上下に剪断変形することができる。こ
のことで、ストッパが作動してもマウント３全体の上下動ばねの上昇は非常に小さなもの
となるので、前記エンジンの急加速によってパワープラントＰの上下振動が大きくなって
も、この上下振動の車体側への伝達は効果的に抑制され、車室内の加速こもり音が特に大
きくなることはない。
【００５８】
　図７は、前記のように自動車の加減速に伴いストッパが作動して、その前後で防振マウ
ントのばね特性が変化する様子を調べたものであり、同図(a)は、前後方向の静ばねの変
化を示す荷重－変位（撓み）曲線で、同図(b)は、ストッパ作動前後の上下方向動ばねの
変化を示すものである。
【００５９】
　図(a)に実線(I)で示すのは、従来一般的なソリッドゴムのストッパについてのもので、
加速度が低くてストッパが作動するまでは、グラフの傾きが緩くて、ばねが柔らかいが、
ストッパが作動すると（図示の点Ｓ１）グラフの傾きが急峻に立ち上がっており、圧縮さ
れたゴムの剛性が急激に高くなっていることが分かる。そして、そのように前後の静ばね
が高くなるときには自ずと上下方向についてもばね定数が高くなるので、図に一点鎖線で
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示すように自動車の所定の加速状態に対応する設定荷重が作用した状態では、同図(b)に
実線(I)で示すように上下動ばねが急上昇して、上下振動の吸収性能が大幅に悪化してし
まう（前後方向荷重が作用しないときの上下動ばねは点線で示す）。
【００６０】
　また、前記図(a)に破線(II)で示すのは、従来例（特許文献５，６）のようにストッパ
ゴムにすぐり（空洞部）を設けて、部分的に剛性を低下させたものであり、このものでは
ストッパ作動（Ｓ２）初期の前後ばねの上昇が前記ソリッドゴム(I)に比べて緩やかなの
で、前記設定荷重が作用したときでもグラフの傾きは比較的緩く、ソリッドゴムに比べれ
ば柔らかなばね特性となっている。しかし、この場合も、ストッパゴムの前後ばね定数の
上昇に対応して図(b)に破線(II)で示すように上下の動ばねが高くなってしまい、上下振
動の吸収性能が悪化することは避けられない。
【００６１】
　これに対し、この実施形態のストッパゴム４２の場合は、上述の如く芯体４４がリンク
作動することによって、トルクロッドと同様に前後方向の力をしっかりと受け止めながら
、上下動ばねの上昇は最小限に抑えることができるので、前後方向に前記設定荷重が作用
した状態でも、上下方向については図(b)に一点差線(III)で示すように前後荷重の作用し
ないときとあまり変わらない低い動ばね特性となることが分かる。
【００６２】
　つまり、この実施形態に係る防振マウント装置３の揺動規制機構４によると、従来一般
的なストッパ機構と同様の簡単な構造でコストアップを防止しながら、ストッパゴム４２
に埋設した芯体４４のリンク作動によって、トルクロッドと同様の機能を得ることができ
、これによりパワープラントＰの揺れを効果的に規制しながら、そのときでもマウント３
による上下振動の吸収性能を十分に維持して、これにより加速こもり音の増大を防止する
ことができる。
【００６３】
　また、この実施形態では、防振マウント３のマウント本体部３０の上方を跨ぐように逆
Ｕ字状のストッパ金具４０を配設するとともに、前記マウント本体部３０のケーシング３
１に前後及び上下のストッパゴム４１，４２，４５を一体に形成しており、このことによ
ってもコストの低減が図られている。
【００６４】
　（他の実施形態）
　尚、本発明の構成は、前記実施形態に限定されるものではなく、その他の種々の実施形
態を包含するものである。すなわち、前記の実施形態では、後側ストッパゴム４２に埋設
する芯体４４を金属製の矩形板状のものとしているが、これに限らず、芯体４４の材料は
ゴムよりも剛性の高いものであればよいから、例えば樹脂製としてもよい。また、芯体４
４は例えば図８(a)に示すような断面がクランク状のものであってもよい。
【００６５】
　また、前記実施形態の後側ストッパゴム４２では、芯体４４の前後のゴム部（連結ゴム
部及び突出ゴム部）４２ｂ，ｂの上下方向の中心位置が上下にずれているが、これに限ら
ず、例えば同図(b)に示すようにゴムの内部にすぐり（空洞部）４２ｄを形成して、両者
の重心位置や前後力の入力点が上下にずれるように構成してもよい。
【００６６】
　同様に、例えば同図(c)、(d)にそれぞれ示すように、後側ストッパゴム４２の芯体４４
を車体の左右方向に見てクランク形状のものとし、その前端部と後端部とを上下にオフセ
ットさせて配置してもよいし、或いは、芯体４４を傾斜させて、その前端位置と後端位置
とが上下にずれるようにしてもよい。こうすれば、前記実施形態と同様に、後側ストッパ
ゴム４２に作用する前後方向の押圧力によって芯体４４に適度な回転力を生じさせること
ができる。
【００６７】
　さらに、前記実施形態では、前後のストッパゴム４１，４２のうちの後側ストッパゴム



(12) JP 4351082 B2 2009.10.28

10

20

30

４２のみに芯体４４を設けているが、これに限らず前側ストッパゴム４１にも同様に芯体
を設けることができる。
【００６８】
　さらにまた、前記の実施形態では、エンジン側マウント３を液体封入式のものとしてい
るが、これに限るものではなく、例えばマウント本体部３０から仕切り板３６やダイヤフ
ラム３７を取り去って、パワープラントＰの静荷重をゴム弾性体３３のみによって支持す
るようにしてもよいことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】エンジンマウントシステムの概略構成を示す斜視図である。
【図２】パワープラントを車体左側から見て、駆動反力（トルク）の作用する様子を模式
的に示す説明図である。
【図３】エンジン側マウントの構造を拡大して示す上面図である。
【図４】図３の左側面図である。
【図５】マウント本体部の内部構造を示す部分断面図である。
【図６】揺動規制機構の構造及び作動を模式的に示す拡大断面図である。
【図７】(a)は、自動車の加減速に伴うマウントの前後静ばね特性の変化を示す荷重－変
位曲線のグラフであり、(b)は、ストッパ作動前後の上下動ばね特性の変化を示すグラフ
である。
【図８】他の実施形態に係る図６(a)相当図である。
【符号の説明】
【００７０】
Ｐ　　　パワープラント
３　　　エンジン側マウント（防振マウント装置）
４　　　揺動規制機構
６　　　サイドフレーム
３０　　マウント本体部
３１　　ケーシング（パワープラント側部材）
４０　　ストッパ金具（車体側部材）
４０ｃ　後側脚部（車体側部材）
４２　　後側ストッパゴム（前後力受部材）
４２ｂ　連結ゴム部（連結部、ゴム部）
４２ｃ　突出ゴム部（突出端部、ゴム部）
４４　　芯体
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